
謹告 
 

ルリコナゾールに関する特許権について 

 
 ルリコナゾールは、日本農薬株式会社がその原薬を製造し、株式会社ポーラファルマが、「ルリコン® 

クリーム１％」、「ルリコン® 液１％」および「ルリコン® 軟膏１％」として製造販売している医薬品

です。 
 日本農薬株式会社が保有する、ルリコナゾールを有効成分とする抗真菌剤に関する特許権（特許第３

２７８７３８号）は、平成２８年７月８日をもって存続期間が満了となりますが、引き続き、日本農薬

株式会社および株式会社ポーラファルマが保有する、特許第５４５３５５９号（平成４５年４月９日満

了）、特許第５４６０７９７号（平成４４年９月１４日満了）、特許第５５１３６６０号（平成４５年５

月８日満了）、特許第５５８７４８８号（平成４５年１２月１２日満了）、特許第５５８９１１０号（平

成４５年３月８日満了）、特許第５５８９１３０号（平成４５年９月６日満了）、特許第５６２３６７１

号（平成４５年１２月１２日満了）、特許第５６８０１６１号（平成４５年９月６日満了）、特許第５６

８６９１４号（平成４６年３月１０日満了）、特許第５６９８３９５号（平成４６年２月１９日満了）、

特許第５６９９２３４号（平成４６年２月１９日満了）、特許第５１６０４０９号（平成３８年１０月２

日満了）、特許第５１８４３４２号（平成３８年１０月２日満了）、特許第５６６２４９５号（平成４５

年２月８日満了）が、ルリコナゾールの原薬及び製剤等に関する特許権として有効に存続しております。

上記特許権は、日本農薬株式会社と株式会社ポーラファルマが、これまでの医薬品製造で得た知見を開

示したパテント・ポートフォリオの一環であり、今後も関連する特許権が成立する見込みであります。 
 したがいまして、特許第３２７８７３８号の存続期間満了後でありましても、ルリコナゾールの原薬

およびルリコナゾールを有効成分として含有する医薬品の製造、販売、輸入等をする行為は、上記特許

権をはじめとする日本農薬株式会社および株式会社ポーラファルマが保有する知的財産権を侵害する可

能性があります。 
 ルリコナゾールを有効成分として含有する医薬品の製造販売を計画しておられる企業におかれまして

は、知的財産権の侵害行為がなきよう、十分にご留意いただきたくお願い申し上げます。 
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